
EASY クラウドバックアップ サービス約款 

 

株式会社セキュアイノベーション（以下「当社」といいます。）は、「EASY クラウドバック

アップ」サービス約款（以下「本約款」といいます。）に基づき、EASY クラウドバックア

ップ（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

 

第１条（目的） 

本約款は、当社が本サービスを安定的に継続提供し、サービス利用者が安心して利用するこ

とを目的に、サービス利用者が当社の提供する本サービスを利用するにあたり、サービス利

用者と当社間の権利、義務、責任を定めるものとします。本約款とその他の規約等の内容が

異なる場合は、本約款が優先して適用されます。 

 

第２条（約款の効力および変更） 

1．本約款は、サービス利用者による本サービスの利用の全てに適用されるものとします。 

2 ． 本 約 款 の 内 容 は 、 本 サ ー ビ ス の ホ ー ム ペ ー ジ （ https://www.secure-

iv.co.jp/easycloudbackup/）または本サービス画面への掲示やメールによる周知等、その他

の方法でサービス利用者に公表し、サービス利用者およびあらたに約款に同意する申込者

がサービスを契約するにあたって効力が発生されます。 

3．当社は、当社が必要と判断する場合、契約者の承諾を得て、本規約の内容を変更又は追

加できるものとします。但し、次の各号の一に該当する場合、契約者の承諾があったものと

みなすことができるものとします。 

(1)当該変更又は追加が、契約者の一般の利益に適合するとき 

(2)当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、

その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

4．当社は、前項の変更又は追加を行うときは、事前にその旨及び当該変更又は追加の内容

並びにその効力発生時期を遅滞なく本条第 2 項の方式に従って改定約款適用の 15 日前まで

にお知らせします。 

5．前項の本規約の変更の周知後にサービス利用者が本サービスを利用した場合又は 15 日

内にサービス利用者が解約の手続をとらなかった場合、当該サービス利用者は本規約の変

更に同意したものとします。 

6．本約款と改定約款が相容れない場合には、相容れない事項に対して改定約款が適用され

ます。 

7．当社は、約款を変更するときに本条に従って措置したにもかかわらず、サービス利用者

が改定約款を認知しなかったことによって被った損害に対する一切の責任を負わないもの

とします。 
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第３条（本サービスの内容） 

１．本サービスの詳細は当社が(https://www.secure-iv.co.jp/easycloudbackup/)にて公表し

ている内容のものとします。 

２．ヘルプデスクは平日 10:00~17:00、基本メール（backup@secure-iv.com）での対応とし

ます。 

 

第４条（利用契約の締結） 

1．利用契約は、本サービスへ加入しようとする者（以下「申込者」とします）が約款の内

容に同意してサービスに申し込むものとし、当該申込みを行った時点で本約款に同意した

ものとみなされ、当社が申し込みを承諾することで利用契約は正式に発効され申込者はサ

ービス利用者となります。 

2．当社は、別途、個別契約やガイドライン、ヘルプ等（以下「その他の規程」という」を

定める場合があります。本約款とその他の規程の内容が異なる場合は、その他規程に優先さ

れる旨の表示が無い限り、本約款が優先して適用されます。 

3．本サービスの利用契約を希望するものは本条第 1 項の申込みに際して、当社に対して正

確かつ最新の情報を提供しなければならず、当社は申込者に対してメールアドレス認証等

の本人を確認する認証手続きを要求することできるものとします。 

4．当社は申込者の申込みに対してサービスの利用を承諾します。ただし、当社は以下の各

号に該当する申込みに対しては承諾しないか、事後の利用契約を解除することができます。 

(1) 本約款に定める各条項に違反したとき 

(2) 他人のメールアドレスを使用したか、メール認証を行わない等、虚偽申込を行

った場合  

(3) 物理的・技術的その他の理由により申込者へのサービス提供が困難であると判

断した場合 

(4) 超過利用分も含め、申込みをしたサービス料金が支払われない場合 

(5) 申込みの時にお客様の登録情報がないか、誤記がある場合 

(6) メール認証等、当社が定めた認証手続きを行わない場合  

(7) 本サービスと同種又は類似サービスを現に提供している場合、又は将来提供す

る予定である場合 

(8) 社会秩序を乱すような公序良俗に反する目的で申し込んだ場合  

(9) お客様またはお客様の構成員が、いわゆる反社会的団体等に属している、 ある

いは反社会的団体等の維持運営に関与・協力をしている場合。 また、その反社

会的団体等と取引をしている場合 

   (10) 当社が利用契約の締結が適当でないと判断した場合。 

5．本条第４項に従って、当社が申込みの承認を留保するか、解除もしくは拒絶した場合、

当社は申込者に対し、承認留保の事由、承認可能な時期または承認に必要な追加要求情報・
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資料等についてメール等を通じて通知します。 

 

第５条（料金の支払い） 

1.サービス利用者は、本サービスの利用料金として、価格表（https://www.secure-

iv.co.jp/easycloudbackup/）に定める金額を銀行振込等により当社に支払うものとします。 

2. 当社は、利用契約存続中の毎月末日をもって当月分の利用料金を締め、サービス利用者

に対して請求書を交付します。サービス利用者は、締めの対象となった月の翌月末日までに、

当該料金を当社に支払うものとします。振込手数料は、サービス利用者が負担します。 

３．当社は、サービス利用者の同意なく、当社の裁量において本サービスの利用料金を変更

することがあります。当社は利用料金を変更する前にサービス利用者へ変更を通知します。  

４．当社は、いかなる事由があっても、受領した料金は返還しません。 

5. サービス利用者が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わな

い場合、サービス利用者は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年

14.6％の利率で計算した金額を遅延損害金として支払います。 

 

第６条（サービスの解約） 

サービス利用者が本サービスの利用契約を解約する場合は、解約を希望する月の前月末日

までにメール等にて当社へ届け出るものとします。 

 

第 7 条（禁止事項） 

1. 当社は、サービス利用者による本サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為を

禁止します。 

⑴本規約に違反する行為 

⑵当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の特許権、実用新案権、

意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを

侵害する恐れのある行為 

⑶当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為 

⑷法令又は条例等に違反する行為 

⑸公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情

報を他のサービス利用者又は第三者に提供する行為 

⑹犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行

為 

⑺事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行為 

⑻当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を故

意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピュータ

ーウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為 
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⑼本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為 

⑽他のサービス利用者のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本

サービスを利用する行為 

⑾その他当社が不適当と判断する行為 

2. 前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により行うものとし、当社は判

断基準について説明する義務を負いません。 

3. 当社は、サービス利用者の行為が、第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、

事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。 

(1)本サービスの利用制限 

(2)本契約の解除による退会処分 

(3)その他当社が必要と判断する行為 

4. 前項の措置によりサービス利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いませ

ん。 

 

第 8 条（本サービスの廃止） 

1．当社は、その合理的な裁量に基づく判断により、本サービスの全部または一部を廃止す

ることができる。その場合、各サービス利用者に対して 3 ヶ月以上先の廃止効力の発生期

日を指定したうえで当該廃止につき当社またはサービス利用者が指定する方法（メール、郵

送、FAX 等）により通知するものとし、当該効力発生日をもって本約款および利用契約は

解約されるものとします。 

2．本条 1 項により本サービスが廃止された際、前受けをしていた利用料金があった場合は

本サービスが廃止された時点以後の残余利用期間に従って当社が定めた方法で支払済み料

金の一部を払い戻します。 

 

第 9 条（利用契約の解除および利用制限） 

1．当社はサービス利用者に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには催告を要せず相

手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部または一部を将来に向か

って解除または制限をすることができます。 

(1) 本約款その他件サービスに関する合意事項に違反し、その是正を求める通知を受領後、 

一定期間内に当該違反を是正しない場合 

(2) 支払停止若しくは支払不能となり、または、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは 

会社更生手続開始などのこれらに類する手続開始の申立てがあったとき 

(3) 振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき 

(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、 

または差押え若しくは競売の申立てを受けたとき 

(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき 



(6) 解散したとき（合併による場合を除く。）、清算開始となったとき、 

または事業の全部（実質的に全部の場合を含む。）を第三者に譲渡したとき 

(7) 監督官庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき 

(8) 資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき 

(9) 当社からの連絡に対して 30 日間応答がないとき 

(10) その他、当社が利用契約の締結維持が適当でないと判断したとき 

2．当社は本条 1 項での解除または制限によりサービス利用者に損害が生じる場合であって

も一切の負担を負わないものとします。 

３. 本条第 1 項の措置により退会したサービス利用者は、退会時に期限の利益を喪失し、直

ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行します。 

 

第 10 条（サービス利用者情報の変更） 

1．サービス利用者は利用申込の時に提供した情報に変更があった場合、メール等の当社が

認定する方法で当社にその変更事項を知らせるものとします。 

2．本条第 1 項の変更事項を当社に知らせないことで発生した不利益について当社は責任を

負わないものとします。 

 

第 11 条（サービス利用者のサービス利用者情報管理についての義務） 

1．サービス利用者のメールアドレスとパスワードに付いた管理責任はサービス利用者が負

って、この情報を第三者に利用させてはいけません。 

2．当社はサービス利用者が不正確な情報を提供したり、アカウント情報を安全に維持しな

いことで発生する損害に対する一切の責任を負わないものとします。  

3．サービス利用者は本人のアカウント情報が無断に使用されることを確認したか、無断使

用を疑われる場合には早速パスワードを変更し、当社へ通知をするものとします。サービス

利用者 ID 及びパスワードを利用して行われた本サービス上の一切の行為はサービス利用

者の行為とみなします。 

4．当社は、サービス利用者本人の管理不注意によって他人がサービス利用者本人名義の認

証手続きを行ったり、サービス利用者本人が他人の名義を盗用して認証を行った場合には、

それによって発生する不利益および損害に対する一切の責任を負わないものとします。 

 

第 12 条（秘密保持） 

1．本約款において「秘密情報」とは、本約款に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、

書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたかまたは知り得た、相手方の技術、

営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。 

但し、以下のものについては秘密情報から除外します。 

(1)相手方から提供若しくは開示がなされたときまたは知得したときに、 



既に一般に公知となっていた、または、既に知得していたもの 

(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後または知得した後、 

自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの 

(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく 

適法に取得したもの 

(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの 

(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの 

2．本約款の当事者は、秘密情報を本約款の目的のみに利用するとともに、相手方の書面に

よる承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。 

各当事者が本項に違反した場合、その目的外利用や第三者への提供により得た利益相当額

を違約金として相手方に支払うものとします。但し、相手方が当該違約金の金額を超える損

害を立証した場合には、その金額を支払うものとします。 

3．前項の規定に拘わらず、本約款の当事者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求

または要請に基づき、相手方の秘密情報または本約款の内容を開示することができます。 

但し、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければ

なりません。 

4．本約款の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、

事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については本条第 2 項に準じて取り扱います｡ 

5．本約款の当事者は、本約款の終了時または相手方から求められた場合にはいつでも、遅

滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面、その他

の記録媒体及びその全ての複製物を返却または廃棄します。 

 

第 13 条（個人情報） 

1. 本サービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリ

シー」に基づき取り扱います。 

2. 当社は、サービス利用者が当社に提供した情報、データに個人情報が含まれていた場合、

これを本サービス提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律及

びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための

合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理します。 

3. 当社は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを

残すことなく、当社の責任と費用において速やかに破棄します。 

4. 当社は、サービス利用者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計

的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、サービス利用者

は当社の利用及び公開に対して異議を唱えません。 

 

第 14 条（第三者への委託） 



当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。 

 

第 15 条（非保証・免責） 

1. 当社は、サービス利用者に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。 

⑴本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等 

⑵本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと 

2. 当社は、以下の各号の損害について、一切の責任を負いません。 

⑴サービス利用者が登録情報の変更を行わなかったことによりサービス利用者に生じた損

害 

⑵予期しない不正アクセス等の行為によりサービス利用者に生じた損害 

⑶本サービスの利用に関連してサービス利用者が日本又は外国の法令に触れたことにより

サービス利用者に生じた損害 

⑷自らの合理的な支配の及ばない状況（火事、停電、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、

ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、または政府当局による 介入を含むがこ

れらに限定されない）。その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行、履行の遅

滞が発生した場合、サービス利用者に生じた損害 

⑸本サービスの利用に関し、サービス利用者が第三者との間でトラブル（本サービス内外を

問いません。）になった場合、サービス利用者に生じた損害 

3. 本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境は全てサ

ービス利用者の費用と責任で備えます。また、本サービスの利用にあたり必要となる通信費

用は、全てサービス利用者の負担とします。 

 

第 16 条（損害賠償） 

1．本約款その他当事者同士の合意において別段の定めがある場合を除いて、本約款および

サービス利用契約の当事者は、本約款に関連して相手方に損害を与えた場合には、直接の結

果として現実に被った通常の損害に限り、賠償責任を負います。但し、当社の賠償責任は、

サービス利用者から過去 6 ヶ月間に現実に受領した料金の総額を上限とします。 

2．前項の場合において、責に帰すべき事由がサービス利用者にも存する場合は、当社およ

びサービス利用者双方の過失割合を按分した金額を賠償します。 

 

第 17 条（譲渡の禁止） 

サービス利用者は当社の書面による事前の承諾なく、サービスの利用権限、その他の利用契

約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、掲示物に対する著作権を含むすべての権

利及び責任は、それを掲示したサービス利用者が負います。 

 

第 18 条（反社会的勢力の排除） 



1. 本約款の当事者は、自らまたは関連会社、それらの役員、従業員その他の構成員、株主、

取引先若しくは顧問その他のアドバイザーが、次の各号のいずれにも該当しないことを表

明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、 

暴力団準構成員、暴力団関係企業、右翼団体、総会屋等、社会運動等または 

特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力等」という。） 

(2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を 

もってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること 

(5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 

(6) その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2. 本約款の当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行

わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、 

または相手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 本約款の当事者は、相手方（サービス契約者以外のサービス利用者も当社からみた相手

方に含みます。本条において以下同じ。）に関する第 1 項の表明が事実に反することが判明

した場合、または相手方が本条第 2 項の確約に反して同項各号の行為を行った場合には、

何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。 

4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、

相手方が被った損害を賠償しなければなりません。 

5. 第 3 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害に

ついて、相手方に対し何らの請求もすることができません。 

 

第 19 条（分離可能性） 

1.本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執

行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と

判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本約款の当事者は、当該無効

若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正

し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効



果を確保できるように努めるものとします。 

2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるサービス利用者との関係で無効又は執行

不能と判断された場合であっても、他のサービス利用者との関係における有効性等には影

響を及ぼさないものとします。 

 

第 20 条（準拠法および合意管轄） 

本約款およびサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本約款に起因して生じる紛争につ

いては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 21 条（協議） 

本約款に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両

当事者誠意をもって協議解決を図ります。 

 

 

附則 

1.この約款は、2021 年 5 月 18 日より施行する。 


